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(57)【要約】
【課題】車両を好適に制動可能な車両用の駆動装置を、
提供する。
【解決手段】車両用の駆動装置１は、出力軸５に駆動力
を伝達するためのものである。車両用の駆動装置１は、
筐体１０と、電動機１３と、トルクコンバータ１５と、
制動部２０とを、備える。電動機１３は、筐体１０に固
定される第１ステータ２１と、第１ステータ２１に対し
て回転可能に構成される第１ロータ２２とを、有する。
トルクコンバータ１５は、第１ロータ２２の回転を出力
軸５に伝達する。制動部２０は、筐体１０に配置される
。制動部２０は、第１ロータ２２の回転を制動可能に構
成される。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　出力軸に駆動力を伝達するための車両用の駆動装置であって、
　筐体と、
　前記筐体に固定される第１ステータと、前記第１ステータに対して回転可能に構成され
る第１ロータとを、有する電動機と、
　前記第１ロータの回転を前記出力軸に伝達するトルクコンバータと、
　前記筐体に配置され、前記第１ロータの回転を制動可能に構成される制動部と、
を備える車両用の駆動装置。
【請求項２】
　前記制動部は、前記筐体に固定される第２ステータと、前記第２ステータに対して回転
可能且つ前記第１ロータと一体回転可能に構成される第２ロータとを、有する、
請求項１に記載の車両用の駆動装置。
【請求項３】
　前記トルクコンバータは、前記第１ロータと一体回転可能に構成されるインペラと、前
記出力軸に連結されるタービンと、前記筐体に対して回転可能な第３ステータとを、有す
る、
請求項１又は２に記載の車両用の駆動装置。
【請求項４】
　前記タービンは、前記出力軸と一体回転可能に構成される、
請求項３に記載の車両用の駆動装置。
【請求項５】
　前記タービンは、前記第１ロータが第１回転方向に回転する場合に前記第１回転方向に
おいて前記出力軸と一体回転可能に構成され、前記第１回転方向とは反対の第２回転方向
において前記出力軸に対して回転可能に構成される、
請求項３に記載の車両用の駆動装置。
【請求項６】
　前記インペラと前記タービンとを一体回転可能に連結するロックアップ構造、
さらに備える請求項３から５のいずれか１項に記載の車両用の駆動装置。
【請求項７】
　前記トルクコンバータのケース部は、非磁性体である、
請求項３から６のいずれか１項に記載の車両用の駆動装置。
【請求項８】
　前記第１ロータの回転を前記出力軸に選択的に伝達する回転伝達構造、
をさらに備え、
　前記トルクコンバータは、前記第１ロータが第１回転方向に回転する場合に、前記第１
ロータの回転を前記出力軸に伝達し、
　前記回転伝達構造は、前記第１ロータが前記第１回転方向とは反対の第２回転方向に回
転する場合に、前記第１ロータの回転を前記出力軸に伝達する、
請求項１から７のいずれか１項に記載の車両用の駆動装置。
 
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両用の駆動装置、特に、出力軸に駆動力を伝達するための車両用の駆動装
置に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　従来の車両用の駆動装置は、モータジェネレーター（電動機）と、トルクコンバータと
を、備えている（特許文献１を参照）。この構成では、モータジェネレーターの駆動力が
、トルクコンバータを介して、出力軸（２０）に伝達される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１１－２３１８５７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　従来の構成を有する車両用の駆動装置では、例えば、モータジェネレーターが回生ブレ
ーキとして機能する場合、モータジェネレーターで発生した電力が、バッテリに充電され
る。ここで、バッテリが満充電である場合、モータジェネレーターで発生した電力を、バ
ッテリに蓄えることができないので、モータジェネレーターを回生ブレーキとして使えな
くなるおそれがある。
【０００５】
　本発明は、上記の問題に鑑みてなされたものであって、本発明の目的は、車両を好適に
制動可能な車両用の駆動装置を、提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の一側面に係る車両用の駆動装置は、出力軸に駆動力を伝達するためのものであ
る。車両用の駆動装置は、筐体と、電動機と、トルクコンバータと、制動部とを、備える
。電動機は、筐体に固定される第１ステータと、第１ステータに対して回転可能に構成さ
れる第１ロータとを、有する。トルクコンバータは、第１ロータの回転を出力軸に伝達す
る。制動部は、筐体に配置される。制動部は、第１ロータの回転を制動可能に構成される
。
【０００７】
　本車両用の駆動装置は、電動機及び制動部を有しているので、電動機及び制動部の少な
くともいずれか一方によって、第１ロータの回転が制動される。このため、例えば、電動
機において第１ロータの回転が制動されにくい場合には、制動部によって第１ロータの回
転を制動することができる。このように、本車両用の駆動装置では、車両を好適に制動で
きる。
【０００８】
　本発明の他の側面に係る車両用の駆動装置では、制動部は、筐体に固定される第２ステ
ータと、第２ステータに対して回転可能且つ第１ロータと一体回転可能に構成される第２
ロータとを、有することが好ましい。
【０００９】
　このように制動部を構成することによって、車両を好適に制動できる。
【００１０】
　本発明の他の側面に係る車両用の駆動装置では、トルクコンバータは、第１ロータと一
体回転可能に構成されるインペラと、出力軸に連結されるタービンと、筐体に対して回転
可能な第３ステータとを、有することが好ましい。
【００１１】
　このようにトルクコンバータを構成することによって、電動機の駆動力を出力軸に好適
に伝達することができる。
【００１２】
　本発明の他の側面に係る車両用の駆動装置では、タービンは、出力軸と一体回転可能に
構成されることが好ましい。
【００１３】
　このようにトルクコンバータを構成することによって、電動機の駆動力を出力軸に好適
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に伝達することができる。
【００１４】
　本発明の他の側面に係る車両用の駆動装置では、タービンは、第１ロータが第１回転方
向に回転する場合に出力軸と一体回転可能に構成され、第１回転方向とは反対の第２回転
方向に回転する場合に出力軸に対して回転可能に構成されることが好ましい。
【００１５】
　このようにトルクコンバータを構成することによって、電動機の駆動力を出力軸に好適
に伝達することができる。
【００１６】
　本発明の他の側面に係る車両用の駆動装置は、インペラとタービンとを一体回転可能に
連結するロックアップ構造を、さらに備えることが好ましい。
【００１７】
　このようにトルクコンバータを構成することによって、電動機の駆動力を出力軸に好適
に伝達することができる。
【００１８】
　本発明の他の側面に係る車両用の駆動装置では、トルクコンバータのケース部は、非磁
性体であることが好ましい。
【００１９】
　この構成によって、電動機からトルクコンバータへの磁力漏れを防止することができる
。すなわち、電動機を好適に作動させることができる。
【００２０】
　本発明の他の側面に係る車両用の駆動装置は、回転伝達構造をさらに備えることが好ま
しい。この場合、回転伝達構造は、第１ロータの回転を出力軸に選択的に伝達する。トル
クコンバータは、第１ロータが第１回転方向に回転する場合に、第１ロータの回転を出力
軸に伝達する。回転伝達構造は、第１ロータが第１回転方向とは反対の第２回転方向に回
転する場合に、第１ロータの回転を出力軸に伝達する。
【００２１】
　この構成によって、ロータの回転が、ロータの回転方向に応じて、トルクコンバータ又
は回転伝達構造によって、出力軸に伝達される。これにより、電動機の駆動力を出力軸に
好適に伝達することができる。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明では、車両用の駆動装置において、車両を好適に制動できる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明の第１実施形態に係る車両の全体構成を示す模式図。
【図２】駆動装置の断面図。
【図３】駆動装置の模式図。
【図４】本発明の第２実施形態に係る駆動装置の模式図。
【図５Ａ】本発明の他の実施形態に係る駆動装置の模式図。
【図５Ｂ】本発明の他の実施形態に係る駆動装置の模式図。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　〔第１実施形態〕
　＜全体概要＞
　図１は、本発明の駆動装置１が配置された車両の全体構成を示す模式図である。図１を
用いて、駆動装置１に関係する構成について、簡単に説明する。
【００２５】
　図１に示すように、車両には、例えば、駆動装置１と、制御ユニット２と、バッテリユ
ニット３とが、配置される。なお、ここでは、制御ユニット２及びバッテリユニット３が
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、駆動装置１に含まれない場合の例を示すが、制御ユニット２及びバッテリユニット３は
駆動装置１に含まれていてもよい。
【００２６】
　駆動装置１は、駆動輪４を駆動するためのものである。駆動装置１は、車両本体（図示
しない）に装着される。駆動装置１は、バッテリユニット３からの電力によって動作し、
第１出力軸５（出力軸の一例）及び第２出力軸６を介して駆動輪４を駆動する。第１出力
軸５には、第１ギア部７が設けられている。第２出力軸６には、第２ギア部８が設けられ
ている。第２ギア部８は、第１ギア部７に噛み合う。第２出力軸６及び駆動輪４の間には
、差動機構９が配置されている。
【００２７】
　この構成によって、駆動装置１から第１出力軸５に駆動力が伝達されると、この駆動力
は、差動機構９を介して、第２出力軸６から駆動輪４の駆動軸へと伝達される。このよう
にして、駆動輪４は、駆動装置１によって駆動される。
【００２８】
　なお、上述した動力伝達経路は一例であって、他の出力軸やギア部をさらに用いて、駆
動装置１の駆動力を駆動輪４に伝達してもよい。駆動装置１の詳細については、後述され
る。
【００２９】
　制御ユニット２は、駆動装置１及びバッテリユニット３を、制御する。制御ユニット２
は、車両本体に装着される。制御ユニット２は、バッテリユニット３からの電力によって
、動作する。
【００３０】
　バッテリユニット３は、駆動装置１及び制御ユニット２に電力を供給する。バッテリユ
ニット３は、車両本体に装着される。バッテリユニット３は、外部電源によって充電可能
である。また、バッテリユニット３は、駆動装置１において発生した電力を用いて、充電
可能である。
【００３１】
　＜駆動装置＞
　駆動装置１は、第１出力軸５に駆動力を伝達するためのものである。図２に示すように
、駆動装置１は、筐体１０と、モータ１３（電動機の一例）と、トルクコンバータ１５と
を、備える。駆動装置１は、回転伝達構造１７を、さらに備える。駆動装置１は、ロック
アップ構造１９をさらに備える。駆動装置は、リターダ２０（制動部の一例）をさらに備
える。筐体１０は、車両本体に取り付けられる。筐体１０は、内部空間Ｓを有する。
【００３２】
　（モータ）
　モータ１３は、駆動装置１の駆動部である。図２及び図３に示すように、モータ１３は
、筐体１０の内部空間Ｓに配置される。モータ１３は、第１ステータ２１と、第１ロータ
２２とを、有する。第１ステータ２１は、筐体１０に固定される。第１ステータ２１には
、コイル部２１ａが設けられている。
【００３３】
　第１ロータ２２は、第１ステータ２１に対して回転可能に構成される。第１ロータ２２
は、第１出力軸５に対して回転可能に支持されている。詳細には、第１ロータ２２は、回
転伝達構造１７を介して、第１出力軸５に対して回転可能に支持されている。第１ロータ
２２は、位置決め部材３４によって軸方向に位置決めされている。位置決め部材３４は、
第１ロータ２２と一体回転可能なように第１ロータ２２に取り付けられ、且つ第１出力軸
５に対して回転可能なように第１出力軸５に支持されている。第１ロータ２２には、Ｎ極
及びＳ極が周方向に交互に配置された磁石部２２ａが、設けられている。
【００３４】
　第１ステータ２１のコイル部２１ａにバッテリユニット３から電流を供給し、コイル部
２１ａ及び磁石部２２ａの間に磁界を発生させることによって、第１ロータ２２は、第１



(6) JP 2019-172005 A 2019.10.10

10

20

30

40

50

出力軸５の回転軸心まわりに第１ステータ２１に対して回転する。第１ロータ２２の回転
は、バッテリユニット３からの電流を制御ユニット２によって制御することによって、制
御される。
【００３５】
　（トルクコンバータ）
　トルクコンバータ１５は、モータ１３の駆動力を第１出力軸５に伝達する。詳細には、
トルクコンバータ１５は、第１ロータ２２が駆動方向Ｒ１（第１回転方向の一例；図１を
参照）に回転する場合に、第１ロータ２２の回転を第１出力軸５に伝達する。ここで、駆
動方向Ｒ１は、車両を前進させるために第１ロータ２２を回転させる方向である。
【００３６】
　図２及び図３に示すように、トルクコンバータ１５は、筐体１０の内部すなわち筐体１
０の内部空間Ｓに、配置される。トルクコンバータ１５は、インペラ２５と、タービン２
７と、第２ステータ２９とを、有する。トルクコンバータ１５は、作動油を介してインペ
ラ２５、タービン２７、及び第２ステータ２９を回転させることによって、インペラ２５
に入力されたトルクを、タービン２７に伝達する。
【００３７】
　インペラ２５は、第１ロータ２２と一体回転可能に構成される。例えば、インペラ２５
はカバー部３１に固定されており、カバー部３１は第１ロータ２２に固定されている。イ
ンペラ２５のインペラシェル２５ａと、第１ロータ２２に固定されたカバー部３１とによ
って、トルコンケース（ケース部の一例）が形成されている。トルコンケースは、非磁性
体である。
【００３８】
　タービン２７は、第１出力軸５に連結される。ここでは、タービン２７は、第１出力軸
５と一体回転可能に連結される。タービン２７のタービンシェル２７ａは、インペラ２５
シェル２５ａとカバー部３１との間に配置される。第２ステータ２９は、筐体１０に対し
て回転可能に構成される。例えば、第２ステータ２９は、ワンウェイクラッチ３０を介し
て、筐体１０に対して回転可能に配置される。
【００３９】
　（回転伝達構造）
　回転伝達構造１７は、第１ロータ２２の回転を第１出力軸５に選択的に伝達する。図２
及び図３に示すように、回転伝達構造１７は、筐体１０の内部空間Ｓにおいて、第１ロー
タ２２と第１出力軸５との間に配置される。例えば、回転伝達構造１７は、ワンウェイク
ラッチ１７ａ（クラッチ部の一例）を、有する。
【００４０】
　例えば、第１ロータ２２が駆動方向Ｒ１に回転する場合には、ワンウェイクラッチ１７
ａは、第１ロータ２２の回転を第１出力軸５には伝達しない。一方で、第１ロータ２２が
反駆動方向Ｒ２（第２回転方向の一例；図１を参照）に回転する場合には、ワンウェイク
ラッチ１７ａは、第１ロータ２２の回転を第１出力軸５に伝達する。ここで、反駆動方向
Ｒ２は、駆動方向Ｒ１とは反対の回転方向である。
【００４１】
　（ロックアップ構造）
　ロックアップ構造１９は、筐体１０の内部空間Ｓに配置される。ロックアップ構造１９
は、インペラ２５とタービン２７とを一体回転可能に連結する。
【００４２】
　ここでは、図２及び図３に示すように、ロックアップ構造１９は、遠心クラッチ３１を
有している。遠心クラッチ３１の遠心子３１ａは、タービン２７例えばタービンシェル２
７ａに、設けられる。詳細には、遠心クラッチ３１を構成する複数の遠心子３１ａそれぞ
れは、周方向（回転方向）に間隔を隔てて配置され、径方向に移動可能且つタービンシェ
ル２７ａと一体回転可能にタービンシェル２７ａに保持されている。
【００４３】
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　複数の遠心子３１ａは、インペラシェル２５ａの径方向外側部２５ｂに対向して配置さ
れている。複数の遠心子３１ａそれぞれには、摩擦部材３１ｂが設けられている。各遠心
子３１ａの摩擦部材３１ｂは、インペラシェル２５ａの径方向外側部２５ｂと間隔を隔て
て配置される。
【００４４】
　詳細には、複数の遠心子３１ａに遠心力が作用していない場合、又は複数の遠心子３１
ａに作用する遠心力が所定の遠心力未満の場合、複数の遠心子３１ａ（摩擦部材３１ｂ）
はインペラシェル２５ａの径方向外側部２５ｂと間隔を隔てて配置される。この状態が、
クラッチオフ状態である。
【００４５】
　一方で、各遠心子３１ａの摩擦部材３１ｂがインペラシェル２５ａの径方向外側部２５
ｂに当接した状態が、クラッチオン状態である。詳細には、複数の遠心子３１ａに作用す
る遠心力が所定の遠心力以上の場合、複数の遠心子３１ａ（摩擦部材３１ｂ）はインペラ
シェル２５ａの径方向外側部２５ｂに当接する。これにより、インペラ２５とタービン２
７とが、一体回転可能に連結される。この状態が、クラッチオン状態である。
【００４６】
　（リターダ）
　リターダ２０は、第１ロータ２２の回転を制動する。リターダ２０は、電磁誘導を用い
て制動力を発生する。リターダ２０は、筐体１０に配置される。詳細には、リターダ２０
は、筐体１０の内部空間Ｓに配置される。
【００４７】
　リターダ２０は、第３ステータ３５と、第２ロータ３７とを、有する。第３ステータ３
５は、筐体１０に固定される。第２ロータ３７は、第３ステータ３５に対して回転可能に
構成される。また、第２ロータ３７は、第１ロータ２２と一体回転可能に構成される。
【００４８】
　ここでは、第２ロータ３７は、インペラシェル２５ａ（径方向外側部２５ｂ）に、固定
されている。上述したように、インペラシェル２５ａは、カバー部３１を介して、第１ロ
ータ２２と一体回転可能であるので、第２ロータ３７は、インペラシェル２５ａ及びカバ
ー部３１を介して、第１ロータ２２と一体回転可能である。
【００４９】
　第３ステータ３５にバッテリユニット３から電流を供給し、第３ステータ３５に磁場が
形成された状態において、第２ロータ３７が第３ステータ３５に対して回転すると、渦電
流を発生する。この渦電流の発生によって、電気的な抵抗が、トルクの抵抗すなわち制動
力となる。
【００５０】
　ここでは、バッテリユニット３から第３ステータ３５への電流を制御ユニット２によっ
て制御することによって、制動力は制御される。例えば、バッテリユニット３が満充電で
ある場合（バッテリユニット３が充電不能の場合）、モータ１３を回生ブレーキとして用
いることが難しいので、リターダ２０の制動力が用いられる。
【００５１】
　この場合、電流が、バッテリユニット３から第３ステータ３５へと供給される。そして
、第１ロータ２２と一体回転する第２ロータ３７が、第３ステータ３５に対して回転する
と、第２ロータ３７の回転が制動される。すなわち、第２ロータ３７の回転を制動するこ
とによって、第１ロータ２２の回転が制動される。
【００５２】
　このようにリターダ２０を作動させると、バッテリユニット３の充電量は減少する。こ
れにより、バッテリユニット３が充電可能になると、リターダ２０の作動を停止し、モー
タ１３が回生ブレーキとして用いられる。
【００５３】
　モータ１３が回生ブレーキとして用いられる場合は、バッテリユニット３からモータ１
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３に対する電力供給が、停止される。すると、モータ１３の第１ロータ２２が、第１ステ
ータに対して回転する。これにより、モータ１３が、発電機及び制動部として機能する。
これにより、バッテリユニット３が充電され、モータ１３の第１ロータ２２の回転が制動
される
　なお、バッテリユニット３が充電可能である場合、モータ１３の制動力だけでなく、リ
ターダ２０の制動力も同時に用いてもよい。また、この場合、モータ１３には制動力を発
生させずに、リターダ２０の制動力だけを用いてもよい。
【００５４】
　上述したバッテリユニット３の充電状態は、制御ユニット２によって監視されている。
この状態において、例えば、制御ユニット２の命令に基づいてモータ１３の駆動が停止さ
れた場合に、制御ユニット２は、上述したバッテリユニット３の充電状態に応じて、モー
タ１３の制動力及び／又はリターダ２０の制動力を用いるか否かを、判断する。
【００５５】
　上記のように駆動装置１を構成することによって、モータ１３及びリターダ２０の少な
くともいずれか一方によって、第１ロータ２２の回転が制動される。このため、例えば、
モータ１３において第１ロータ２２の回転が制動することが難しい場合には、リターダ２
０によって第１ロータ２２の回転を制動することができる。このように、上記の駆動装置
１では、第１ロータ２２の回転、すなわちモータ１３から出力される回転を、好適に制動
することができる。
【００５６】
　また、上記のように駆動装置１を構成することによって、ロータ２２が駆動方向Ｒ１に
回転する場合、ロータ２２の回転が、トルクコンバータ１５を介して、第１出力軸５に伝
達される。一方で、ロータ２２が反駆動方向Ｒ２に回転する場合、ロータ２２の回転が、
回転伝達構造１７例えばワンウェイクラッチ１７ａを介して、第１出力軸５に伝達される
。すなわち、駆動装置１では、ロータ２２の回転が、ロータ２２の回転方向に応じて、ト
ルクコンバータ１５又は回転伝達構造１７（ワンウェイクラッチ１７ａ）によって、第１
出力軸５に伝達される。これにより、モータ１３の駆動力を第１出力軸５に好適に伝達す
ることができる。
【００５７】
　〔第２実施形態〕
　第２実施形態の構成は、回転伝達構造１１７の構成を除いて、第１実施形態の構成と実
質的に同じである。このため、ここでは、第１実施形態と同じ構成については説明を省略
し、第１実施形態と異なる構成についてのみ説明する。なお、第１実施形態と同じ構成に
ついては、第１実施形態と同じ符号を付している。
【００５８】
　第２実施形態の駆動装置は、第１実施形態と同様に、リターダ２０を有している。回転
伝達構造１１７は、第１ロータ２２の回転を第１出力軸５に選択的に伝達する。回転伝達
構造１７は、筐体１０の内部空間Ｓに配置される。
【００５９】
　例えば、回転伝達構造１１７は、遊星歯車機構１１８を有する。回転伝達構造１１７は
、電磁クラッチ１１９をさらに有する。
【００６０】
　遊星歯車機構１１８は、筐体１０の内部空間Ｓにおいて、第１ロータ２２と第１出力軸
５との間に配置される。遊星歯車機構１１８は、リングギア１１８ａと、太陽ギア１１８
ｂと、遊星ギア１１８ｃと、キャリア１１８ｄとを、有する。
【００６１】
　リングギア１１８ａは、径方向外側に配置される。リングギア１１８ａには、第１ロー
タ２２が固定される。太陽ギア１１８ｂは、リングギア１１８ａの内周部に配置される。
太陽ギア１１８ｂには、電磁クラッチ１１９が接続される。遊星ギア１１８ｃは、リング
ギア１１８ａ及び太陽ギア１１８ｂの間に配置される。キャリア１１８ｄは、遊星ギア１
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１８ｃを保持する。キャリア１１８ｄには、第１出力軸５が固定される。
【００６２】
　電磁クラッチ１１９は、筐体１０の内部空間Ｓにおいて、遊星歯車機構１１８と筐体１
０との間に配置される。電磁クラッチ１１９は、第１ロータ２２の回転方向に応じて、遊
星歯車機構１１８を介して第１ロータ２２の回転を第１出力軸５に伝達するか否かを、切
り換える。
【００６３】
　電磁クラッチ１１９の移動体１１９ａは、筐体１０に設けられる。詳細には、電磁クラ
ッチ１１９を構成する複数の移動体１１９ａそれぞれは、周方向（回転方向）に間隔を隔
てて配置され、径方向に移動可能に筐体１０に保持されている。
【００６４】
　複数の移動体１１９ａは、筐体１０及び太陽ギア１１８ｂを連結可能に構成されている
。複数の移動体１１９ａは、太陽ギア１１８ｂに対向して配置されている。複数の移動体
１１９ａそれぞれには、摩擦部材（図示しない）が設けられている。各移動体１１９ａ（
摩擦部材）は、太陽ギア１１８ｂと間隔を隔てて配置される。
【００６５】
　複数の移動体１１９ａは、制御ユニット２からの命令に基づいて、太陽ギア１１８ｂに
対して接近又は離反する。複数の移動体１１９ａ（摩擦部材）が太陽ギア１１８ｂから離
反した状態では、遊星歯車機構１１８は空転し、第１ロータ２２の回転は第１出力軸５に
伝達されない。この状態は、電磁クラッチ１１９によって、筐体１０及び太陽ギア１１８
ｂが連結されていない状態、すなわちクラッチオフ状態である。
【００６６】
　一方で、複数の移動体１１９ａが太陽ギア１１８ｂに接近し、複数の移動体１１９ａ（
摩擦部材）が太陽ギア１１８ｂに当接した場合、第１ロータ２２の回転が、遊星歯車機構
１１８を介して、第１出力軸５に伝達される。この状態は、電磁クラッチ１１９によって
、筐体１０及び太陽ギア１１８ｂが連結された状態、すなわちクラッチオン状態である。
【００６７】
　ここでは、第１ロータ２２が駆動方向Ｒ１に回転する場合に、電磁クラッチ１１９が、
クラッチオフになるように、制御ユニット２によって制御される。この場合、第１ロータ
２２の回転は、トルクコンバータ１５を介して、第１出力軸５に伝達される。
【００６８】
　一方で、第１ロータ２２が反駆動方向Ｒ２に回転する場合、電磁クラッチ１１９は、ク
ラッチオンになるように、制御ユニット２によって制御される。この場合、第１ロータ２
２の回転は、遊星歯車機構１１８を介して、第１出力軸５に伝達される。
【００６９】
　本実施形態では、第１ロータ２２及び第１出力軸５を、上記のようにリングギア１１８
ａ及びキャリア１１８ｄに各別に固定することによって、第１ロータ２２の駆動力を、遊
星歯車機構１１８において増幅し、第１出力軸５に伝達している。
【００７０】
　このように構成しても、第１実施形態と同様に、第１ロータ２２の回転、すなわちモー
タ１３から出力される回転を、好適に制動することができる。また、ロータ２２の回転が
、ロータ２２の回転方向に応じて、トルクコンバータ１５又は回転伝達構造１１７（遊星
歯車機構１１８）によって、第１出力軸５に伝達される。これにより、モータ１３の駆動
力を第１出力軸５に好適に伝達することができる。
【００７１】
　〔他の実施形態〕
　本発明は、前記第１及び第２実施形態に限定されるものではなく、本発明の範囲を逸脱
することなく種々の変形又は修正が可能である。
【００７２】
　（Ａ）前記第１及び第２実施形態では、タービン２７が第１出力軸５と一体回転可能に
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１出力軸５と一体回転可能に構成され、反駆動方向Ｒ２において第１出力軸５に対して回
転可能に構成されてもよい。
【００７３】
　例えば、図５Ａ及び図５Ｂに示すように、ワンウェイクラッチ３３をタービン２７及び
第１出力軸５の間に配置してもよい。この場合、タービン２７が駆動方向Ｒ１に回転する
場合、ワンウェイクラッチ３３はタービン２７及び第１出力軸５を一体回転させる。一方
で、タービン２７が反駆動方向Ｒ２に回転する場合、ワンウェイクラッチ３３はタービン
２７及び第１出力軸５を相対回転させる。
【００７４】
　（Ｂ）前記第１及び第２実施形態では、ロックアップ構造１９が遠心クラッチ３１を有
する場合の例を示したが、インペラ２５及びタービン２７の連結及び連結解除を上記のよ
うに行うことができれば、ロックアップ構造１９は他の構造であってもよい。例えば、複
数の遠心子３１ａそれぞれが、タービンシェル２７ａに揺動可能に保持されてもよい。
【００７５】
　（Ｃ）前記第２実施形態では、遊星歯車機構１１８を制御するために電磁クラッチ１１
９を用いる場合の例を示したが、遊星歯車機構１１８を上記のように制御することができ
れば、電磁クラッチ１１９とは異なるクラッチを用いてもよい。
【符号の説明】
【００７６】
１　駆動装置
５　第１出力軸
１０　筐体
１３　モータ
１５　トルクコンバータ
１７，１１７　回転伝達構造
１７ａ　ワンウェイクラッチ
１１８　遊星歯車機構
１１９　電磁クラッチ
１９　ロックアップ構造
２１　第１ステータ
２２　第１ロータ
２０　リターダ
３５　第３ステータ
３７　第２ロータ
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